
令和７年度 奄美市子ども医療費
制度改正に係る説明会

令和７年２月２５日（火）
奄美市こども未来課
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説明内容
１ 奄美市子ども医療費 新制度概要

２ 新制度の公費負担者番号・受給者証について

３【市民のかたへ】新受給者証の送付時期について

４【医療機関のかたへ】広報ポスターや新受給者証見本の

送付時期について

５ 県説明会より再確認事項

６ 改正後の懸念点とその対策について

７ 参考資料・質疑応答
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▶改正の目的

18歳までの児童のおかれている環境にかかわらず、経済的な理由からの

受診控えによる症状の重篤化を防ぎ、健全な育成環境を向上させること

１ 奄美市子ども医療費 新制度概要 1/5
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令和７年４月１日受診分～

改正① 医療費窓口負担なし(現物給付)を
課税世帯の18歳までの児童へ拡大する

改正② ひとり親医療・重心医療の
18歳までの児童を子ども医療の対象とする



１ 奄美市子ども医療費 新制度概要 2/5
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令和７年４月１日から

対象年齢 18歳到達年度末まで

課税世帯 窓口負担なし（現物給付）

非課税世帯 窓口負担なし（現物給付）

対象医療費 保険診療分のみ

自己負担額 なし

ひとり親医療・
重度心身障害者医療

子ども医療窓口負担なし対象
※ひとり親家庭の保護者・19歳以上の対象者分は

２制度の対象で継続

令和７年３月３１日まで

対象年齢 18歳到達年度末まで

課税世帯 窓口負担あり（自動償還払）

非課税世帯 窓口負担なし（現物給付）

対象医療費 保険診療分のみ

自己負担額 なし

ひとり親医療・
重度心身障害者医療

それぞれの制度の助成対象
※非課税世帯は現在すでに子ども医療

窓口負担なしの対象

※各市町村により
異なります

※保険適用外の費用は対象外：選定療養費など（先発医薬品を希望した際などにかかるものを含む）



▶見込まれる効果①

１ 奄美市子ども医療費 新制度概要 3/5
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子育て世帯の家計負担・手続負担の軽減
・子ども医療の対象世帯
・ひとり親世帯
・重心対象の児童をもつ世帯

市民のみなさま

また、医療機関等のみなさまにも・・・



１ 奄美市子ども医療費 新制度概要 4/5
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助成対象者 医療機関等

①受診・医療費の支払い

② 「助成申請書」の記載を依頼

例）ひとり親家庭医療「償還払い」 の申請方法

これにより・・・

③「助成申請書」（医療費記載）

このほか市の制度だけでも

・子ども医療（課税）
・重心医療
・子ども医療（非課税）：「現物給付」

▶医療機関等におけるこれまでの対応

医療費助成制度が複数あることで複雑化＝負担増

：「自動償還払い」



医療機関等の事務負担の軽減

子どもに関する医療費の制度がおおむね一本化される
・請求事務
・対象者への窓口における説明
・市への受給資格の確認連絡や調整

１ 奄美市子ども医療費 新制度概要 5/5
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医療機関等のみなさま

▶見込まれる効果②



２ 新制度の公費負担者番号・受給者証について 1/2

▶奄美市子ども医療費の公費負担者番号

８０４６０１６５
※現行の番号と変更ありません
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２ 新制度の公費負担者番号・受給者証について 2/2

▶受給者証（保険証サイズ）令和７年４月１日～
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New！

見本

公費負担者
番号を記載

New！

薄いピンク色



３【市民のかたへ】新受給者証の送付時期について

▶市民への新受給者証の送付は令和７年３月中旬以降予定

４月１日までに確実に届くよう早めのスケジュール

◎４月１日より前に提示する可能性があるため
医療機関の皆さまにおかれましてはご注意ください
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４【医療機関のかたへ】広報ポスターや新受給者証
見本の送付時期について 1/2

▶広報ポスターや新受給者証の見本を医療機関等
宛てに送付予定（令和７年３月下旬頃）

▶ポスター等については目にふれやすい場所への
掲示のご協力をお願いします

▶新受給者証見本については事務にご活用ください
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◎ポスター案

４【医療機関のかたへ】広報ポスターや新受給者証
見本の送付時期について 2/2



５ 県説明会（R6.12.24～動画配信）より再確認事項

▶他の公費負担医療制度との関係
・他の公費負担医療制度を優先して適用（例：小児慢性特定疾病など）

・受給者負担金がある場合、その部分について子ども医療の対象

▶スポーツ保険(独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付)について
・学校等の管理下での負傷や疾病などスポーツ保険対象となる医療費は
子ども医療の対象外

・保険診療の一部負担金相当額を保護者へご請求ください

▶令和７年３月３１日受診分までの国保連への報告について
・自動償還払い対象分の国保連への最終報告期限：令和７年６月１０日
・これ以降は対象者が領収証にて市窓口での手続きが必要
過去の医療費についても報告漏れがないかご確認ください
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▶懸念点②

６ 改正後の懸念点とその対策について

窓口にて支払いがある場合にも、未会計のまま帰宅される可能性がある

登録時の説明徹底、本市ＨＰ・広報紙・ＳＮＳなどでの広報・周知を強化

窓口負担なしの現物給付の拡大に伴い医療機関等の受診の機会が増えることで、
医療費が増大する可能性

適正な受診の啓発の広報の実施
例）新受給者証に以下同封
・広報チラシ（p.12ポスターと同内容）・ジェネリック医薬品希望シール
今後広報などへのご理解・ご協力をお願いいたします。
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ジェネリック医薬品
希望シール案◎対策

▶懸念点①

◎対策
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７ 参考資料・質疑応答 1/2

▶県説明会動画
YouTube鹿児島県公式チャンネル
https://www.youtube.com/watch?v=JH_AsbONuCc

※配信期間（予定）

令和６年１２月２３日（月）～令和７年３月３１日（月）

▶県説明会資料
下記よりデータをダウンロード
https://shinsei.pref.kagoshima.jp/AFmfgm1t

※上記URLからの質問提出：令和７年１月３１日までで終了

▶本日の説明会資料
本市ホームページに令和７年３月末頃掲載予定です



７ 参考資料・質疑応答 2/2

※今回の制度改正の実施については、
令和７年度予算の成立を前提としております。

本日は、誠にありがとうございました。
ご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。

◎お問い合わせ先◎

奄美市こども未来課 子育てサポート係 TEL:0997-52-1160（直通）
Mail：mirai@city.amami.lg.jp
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